














様式９ 役員名簿 2019 年６月 24 日改訂版

フリガナ

氏名

〈就任年月日〉

ｵｵﾊｼ ﾏｻｱｷ

大橋 正明

2016年11月1日

ｲｹｻﾞ ﾂﾖｼ

池座 剛

2018年7月1日

ｸﾘﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

栗田 暢之

2016年11月1日

ｲｼｶﾜ  ｶｽﾞﾀｶ

石川 和孝

2019年1月1日

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ

高橋 良太

2016年11月1日

ｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ

阪本 真由美

2016年11月1日

ｽｹﾞﾅﾐ ﾁｶｺ

菅波 睦子

（二村 睦子）

2017年6月21日

ｶﾝｻﾞｷ ｾｲｲﾁ

神﨑 清一

2018年7月1日

ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ

明城 徹也

2016年11月1日

ｵｵｼﾛ ｻﾄﾙ

大城 聡

2016年11月1日

ﾂﾙﾏﾁ ｼｮｳｼﾞ

鶴町 昌司

2016年11月1日

※役員名簿の枠が足りない場合は、適宜追加してください。

※備考欄には、他の団体等との兼職関係（兼職先名称、兼職先での役割等）、申請団体における役員としての、今回申請する事業の実施に影響すると考えられる情報を記載くださ

い。
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（７）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で
行う」という内容を含んでいること

定款 第26条4

（８）議事録の作成 定款 第28条1、2

●役員及び評議員の報酬等に関する規程

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額 定款、別紙理事会議事録 第17条1、2、3

（２）報酬の支払い方法

●職員の給与等に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等 賃金規定、別表2019年度給料体系 全般

(２)給与の計算方法・支払方法 賃金規定 第2章

●理事の職務権限に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職
務分担が規定されていること

理事の職務権限規程 定款 第14条1、2、3

⚫ 倫理に関する規程

（１）基本的人権の尊重

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利
益を与える行為を行わない」という内容を含んでいること

（６）情報開示及び説明責任

（７）個人情報の保護 特定個人情報等取扱規定 全般

● 利益相反防止に関する規程

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利
益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係
者に対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適
切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいるこ
と

⚫ コンプライアンスに関する規程

役員及び評議員の報
酬等並びに費用に関
する規程

給与規程

倫理規程

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁
止のための自己申告
等に関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則



（１）   コンプライアンス担当組織
実施等担う部署が設置されていること

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等
を担う部署が設置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時 には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施
し、その 内容を公表する」という内容を含んでいること

⚫ 公益通報者保護に関する規程

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

（２）通報者等への不利益処分の禁止
「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドラ
イン（平成28 年 12 月９日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

⚫ 情報公開に関する規程

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

情報公開規程

⚫ 文書管理に関する規程

（１）決済手続き

（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

⚫ リスク管理に関する規程

（１）具体的リスク発生時の対応

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順

⚫ 監事の監査に関する規程

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

監事監査規程 定款 第14条４

⚫ 経理に関する規程

（１）区分経理 経理規定 第5条

（２）会計処理の原則 経理規定 第3条

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別 経理規定 第6条、18条

文書管理規程

リスク管理規程

コンプライアンス規程

内部通報（ヘルプライ
ン）規程





資金計画書付随資料.１ 

 

令和元年 7月 30日 

 

補助率に関する特例申請の依頼 

  

以下の事由により、助成対象事業の必要額（事業費）に対する助成額の割合（補助率）を

100％（2020年度～2022年度）とする特例の申請を致します。 

 

【事由】 

 弊団体は、資金助成を本来業務とした組織形態ではないため、休眠預金等の活用に必要

な 20％の自己資金のマッチングの原資を確保できるような収入体制に至っていない 

今回、指定分配団体として弊団体が手を挙げた理由としては、災害支援に係る社会課題

に対して、災害時、支援の調整の役割を担う都道府県域ネットワークの構築は急務であ

り、また、都道府県域災害支援ネットワークの整備に休眠預金等交付金を活用すること

は、課題解決の導火材として非常に有効なスキームであることがあげられる。 

近年では毎年のように大規模災害が発生し、弊団体も災害支援の調整の役割を担うべく

現地での対応を行っている。しかし、避難所や在宅避難者への支援など毎回のように同じ

課題が繰り返されており。その課題に立ち向かうには、各地域において平時からのネット

ワークを構築することが最大の「備え」であり、内閣府等との連携も進めながら、活動を

開始したところである。 

弊団体は、資金助成における経験は少ないが、災害支援に対する経験や知識、都道府県

域災害支援ネットワークの構築に対するこれまで取り組みと今後の事業展開が、休眠預金

等を活用した社会課題解決に対する目標と合致しているとの思いから、今回の応募に申請

させていただいた。 

持続可能な社会の仕組みに貢献すべく、当該資金を有効に利用させていただきたく、お

願いする次第である。 

 

 

特定非営利活動法人善国災害ボランティア支援団体ネットワーク 

代表理事 栗田暢之 




